
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車乗車用ヘルメットの着用促進 

をしています。また、特設サイトにて、 

１２月３１日（水）まで、ヘルメット 

のプレゼントキャンペーンを実施して 

いますので、是非ご応募ください。 

  

 

【主唱 千葉県交通安全対策推進委員会】 

令和７年 冬の交通安全運動 

１２月１０日（水）から１２月１９日（金）までの１０日間 

令和７年 冬の交通安全運動実施要綱 

運 動 名 

期 間 

目 的 

ス ロ ー ガ ン 

運 動 重 点 

飲酒運転は絶対しない、させない、許さない 

１ 飲酒運転の根絶に向けた取組の推進 

２ 夕暮れ・夜間・明け方における交通事故防止 

３ 自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底と 

ヘルメットの着用促進 

年末は、飲酒の機会が増え、飲酒運転による交通事故の発生が懸念され

ます。さらに、この時期は、日没が早く日の出も遅いことから、夕暮れ・

夜間・明け方の交通事故の増加も心配されます。 

運動期間中に、交通安全教育や広報啓発活動を集中的に展開することに

より、県民一人一人が交通ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践し、

交通事故の防止を図ることを目的に実施します。 

 

 

 

 

自転車乗車用ヘルメット 

着用率向上に向けた取組 

【千葉県ホームページ】 

 

自転車利用時はヘルメットを着用しよう 



 

 

１ 飲酒運転の根絶に向けた取組の推進 
 

飲酒運転は、いまだに後を絶たず、運転者だけでなく家族や 

周りの方まで不幸にするとても悪質な行為です。 

家族・職場・地域において、飲酒運転の危険性について共有 

し、みんなで「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」 

社会を実現しましょう。 

 

【 推進事項 】 

（１）「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」の周知と「千葉県飲酒運転根絶計画」

で定められた目標の達成に向けた取組の推進 
【千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例の概要】 

 

 

 

 
 

 

 

 

（２）事業者・飲食店に対する飲酒運転根絶宣言の積極的な働き掛け 

  千葉県では、飲酒運転の根絶を宣言する事業所と飲食店の登録を行って 

います。登録後、県が登録証の交付、啓発物資の配布、事業所名又は飲食 

店名及び所在地（市町村名のみ）を県ホームページに掲載（同意が得られ 

た場合に限る）を行います。 

（３）飲酒運転や周辺者三罪（同乗罪、車両提供罪、酒類提供罪）の取締りに 

よる悪質運転者の排除 

  飲酒運転をしている運転者に関する情報、飲酒運転を助長している店舗 

に関する情報などがあれば、「飲酒運転取締りメールＢＯＸ」を活用して 

ください。 

※緊急性がある場合は、迷わず１１０番通報してください。 

（４）ハンドルキーパー運動の普及促進 

   この運動は、「自動車で仲間や知人と飲食店などへ行く場合、お酒を 

飲まない人（ハンドルキーパー）を決め、その人が自動車の運転をして 

仲間などを送りと届ける。」というものです。 

 ハンドルキーパーがいないときは、運転代行を手配しておきましょう。 

運    動    重    点 

２ 夕暮れ・夜間・明け方における交通事故防止 
【時間帯別の高齢者歩行中死者・重傷者数】 

年末は、夕暮れ・夜間・明け方の交通事故が増加する 

傾向にあります。特に、午後５時台における高齢者歩行 

中に係る重大事故が増加します。 

 みんながともに交通事故防止の意識をもって安全行動 

を心掛けましょう。 

【 推進事項 】 

（１）歩行者の交通ルールの理解・遵守の徹底 

  〇 歩行者による横断意思の明示（手を上げる、手で合図する、運転者と目を合わせるなど） 

〇 横断歩道を渡る、信号を守ること等の基本的な交通ルールや歩きスマホの危険性の周知 

〇 「キラリアップ☆ちば」による反射材の着用促進 

  （キ：危険を回避、ラ：ライトアップ、リ：リフレクター（反射材）やＬＥＤライト） 

〇 高齢者に対する参加、体験、実践型の交通安全教育の推進 

（２）運転者の歩行者優先意識等の徹底 

  〇 「ゼブラ・ストップ」の徹底     ①早めのライト点灯と小まめな切り替え、②反射材活用、③右からの横断者にも注意 

（横断歩道手前での前方確認、ブレーキ操作、３（サン）・ライトの徹底、確実なストップ） 

〇 歩行者優先意識のほか、信号無視、一時不停止、速度超過、ながらスマホの禁止など、    

基本的な交通ルールの遵守の徹底 

３ 自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進 
 

令和８年４月１日から、自転車の交通反則通告制度が導入 

され、交通違反で検挙された後の手続が大きく変わります。 

また、令和７年の千葉県における自転車乗用中のヘルメット 

着用率は、全国平均２１．２％に対して７．９％と低い状況 

です。命を守るため、ヘルメットを着用しましょう。 

【 推進事項 】 

（１）自転車利用時の交通ルールの理解・遵守の徹底 

〇 飲酒運転、信号無視、一時不停止、夜間の無灯火走行等の基本的な交通ルールの周知 

〇 改正道路交通法「酒気帯び運転」、「ながらスマホ」の広報啓発の推進 

〇 令和８年４月１日施行される１６歳以上の交通違反に対する交通反則通告制度の周知 

〇 自転車損害賠償保険への加入・定期的な点検整備など「ちばサイクルール」の周知 

〇 自転車運転者講習制度の周知 

（２）自転車利用時の乗車用ヘルメット着用促進 

  〇 全ての自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用促進 

  〇 乗車用ヘルメット着用の必要性・効果に関する理解 

を深めさせる交通安全教育の推進 

自転車の安全利用促進 

自転車ルールブック 

【警察庁ホームページ】 

 

ヘルメット購入補助を行っている

市町村ホームページリンク先 

【千葉県ホームページ】 

飲酒運転根絶宣言 

事業所・店の募集・登録 

【千葉県ホームページ】 

 

飲酒運転取締りメールＢＯＸ 

【千葉県警察ホームページ】 

認定自動車運転代行業者一覧表 

【千葉県警ホームページ】 

【自転車乗車用ヘルメット着用率調査結果・警察庁】 


